【資料】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）について

（目的）第一条：この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法 その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業　その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に　かかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

【特徴１】平成18年4月の「障害者自立支援法」施行時の制度改正の内容
(1) サービス提供（支給）主体を市町村に一元化し、各障害者福祉サービスを共通した制度で提供
（身体・知的・精神のいわゆる三障害にかかわる福祉制度を一本化）
(2)障害者の就労支援の強化
(3)空き教室、空き店舗の転用を含めた地域社会資源活用の規制緩和（多様な事業者の制度への参入）
(4)「障害程度区分」による、サービスの利用手続きや基準の明確化
(5)サービス利用における利用者1割負担、食費の実費負担　※支払い能力等に応じた減免措置あり
(6)国の財政責任の明確化（裁量的経費→義務的経費）

【特徴１】平成25年4月の「障害者総合支援法」への名称変更および施行による改正内容
①障がい者（児）の範囲の拡張　→「制度の谷間」をうめるべく、難病等が加わる。
②支援の必要性に応じた障害者支援区分の創設(平成26年4月～）
③重度訪問介護の対象者の拡大
④ケアホームがグループホームに一元化(平成26年4月～）
⑤地域生活支援事業における市町村と都道府県との役割分担を明確化し、意思疎通支援が強化。


（以下、厚生労働省のホームページより抜粋）
サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項（社会活動や介護者、居住等の状況）をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は　　「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新（延長）は一定程度、可能となります。

１　サービスに係る自立支援給付等の体系
	介護　給付
	居宅介護（ホームヘルプ）
	自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

	
	重度訪問介護
	重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人（平成２６年４月　から対象者を重度の知的障害者・精神障害者に拡大する予定）に、　自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います

	
	同行援護
	視覚障害により移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供（代筆・代読を含む）、移動の援護等の外出支援を行います

	
	行動援護
	自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います

	
	重度障害者等包括支援
	介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを　　包括的に行います

	
	短期入所
（ショートステイ）
	自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

	
	療養介護
	医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います

	
	生活介護
	常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します

	
	障害者支援施設での　　　　夜間ケア等
(施設入所支援)
	施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

	
	共同生活介護（ケアホーム）（平成２６年４月から共同　生活援助（グループホーム）に一元化する予定）
	夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

	訓練等給付
	自立訓練
（機能訓練・生活訓練）
	自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います

	
	就労移行支援
	一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

	
	就労継続支援
（Ａ型＝雇用型、Ｂ型）
	一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、　　知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

	
	共同生活援助
（グループホーム）
	夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います

	地域　生活　支援　事業
	移動支援
	円滑に外出できるよう、移動を支援します

	
	地域活動支援センター
	創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です

	
	福祉ホーム
	住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供すると　　ともに、日常生活に必要な支援を行います

	相談　支援　事業
	地域移行支援
	障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する１８歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安　　解消、外出の同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。

	
	地域定着支援
	居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。



